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年 代 高齢化率 主 な 政 策

１９６０年代
高齢者福祉政策の始まり

５．７％
(1960)

1963年 老人福祉法制定
◇特別養護老人ホーム創設
◇老人家庭奉仕員（ホームヘルパー）法制化

１９７０年代
老人医療費の増大

７．１％
(1970)

1973年 老人医療費無料化

１９８０年代
社会的入院や寝たきり
老人の社会的問題化

９．１％
(1980)

1982年 老人保健法の制定
◇老人医療費の一定額負担の導入等

1989年 ゴールドプラン（高齢者保健福祉推進十か年戦略）の策定
◇施設緊急整備と在宅福祉の推進

１９９０年代
ゴールドプランの推進

１２．０％
(1990)

1994年 新ゴールドプラン（新・高齢者保健福祉推進十か年戦略）策定
◇在宅介護の充実

介護保険制度の導入準備
１４．５％
(1995)

1996年 連立与党３党政策合意
介護保険制度創設に関する「与党合意事項」

1997年 介護保険法成立

２０００年代
介護保険制度の実施

１７．３％
(2000)

2000年 介護保険施行

高齢者保健福祉政策の流れ
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（１）老人福祉施策

（老人福祉法の制定）１９６３（昭和３８）年～
○ 老人福祉の向上を図るための施策を推進するため、１９６３（昭和３８）年に制定。

○ 措置（行政処分）としてサービスを提供
「特別養護老人ホーム」、「訪問介護（ホームヘルプサービス）」等

○ その後、短期入所生活介護（ショートステイ）事業、日帰り介護（デイサービス）事業が創設。

⇒ ・予算の制約もあり、施設や在宅サービスが不足。
・所得調査が必要であるため一般の人には利用しづらく、また、本人と扶養義務者の収入に応じた
費用徴収があるため、中高所得層の負担が重かった。

介護保険制度創設前の老人福祉・老人医療政策
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（老人医療費無料化の実施） １９７３（昭和４８）年～
○ １９６１（昭和３６）年に国民皆保険は達成されたものの、高齢者の医療費負担が課題。

１９６９（昭和４４）年以降、各地の地方自治体で老人医療費を無料化。

○ １９７３（昭和４８）年から、国の施策として、７０歳以上（寝たきり等の場合65歳以上）の高齢者
に対して、医療保険の自己負担分を国と地方公共団体で負担することで、医療費を無料化。

⇒・高齢者が受診しやすくなった半面、必要以上の受診、薬漬け医療の助長などの問題も指摘
・また、介護を必要とする高齢者が、在宅や施設の受け皿が無いために病院への入院を余儀なくされたり、福
祉施設との費用負担の格差や手続きの容易さから入院を選択するという「社会的入院」を助長しているとの
指摘がされるようになった。

（老人保健法の制定等） １９８２（昭和57）年～
○ 老人医療費の著しい増大に対応するため、老人保健法を制定。
・ ７０歳以上（寝たきり等の場合65歳以上）の高齢者に対して、受診時の定額負担を導入。
・ ４０歳以上の住民を対象に健康相談や機能訓練などの保健事業を実施。

○その後の累次の改正で、
・ 医療と福祉のサービスを一体的に提供するため、「老人保健施設」を創設
・ 在宅医療の拡充を図るため、「老人訪問看護制度」を創設

○また、長期の療養にふさわしい療養環境と人員を備えた「療養型病床群」を制度化

（２）老人医療政策
介護保険制度創設前の老人福祉・老人医療政策
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〇 １９８９（平成元）年に策定されたゴールドプラン（高齢者保健福祉推進十か年計画）では、
在宅福祉政策や施設福祉対策など、１９９９（平成１１）年までの高齢者の保健福祉基盤の
計画的な整備が目指された。

（ホームヘルプの拡充などの在宅福祉対策の緊急整備、ねたきり老人ゼロ作戦、施設の緊急整備）

ゴールドプランの策定 １９８９年～

○ １９９４（平成６）年には、自治体の老人保健福祉計画の内容を踏まえ、計画の目標値を引
き上げた新ゴールドプランが策定された。

⇒ ・新ゴールドプランが策定された１９９４年（平成６）年は、消費税の引上げの検討が始まった年で、介護保険
制度の検討が本格的に開始された年でもある。

・１９９９（平成１１）年までの新ゴールドプランは、２０００（平成１２）年施行の介護保険制度に向け
た基盤整備となる。

新ゴールドプランの策定 １９９４年～

※1989年4月 消費税（3％）の創設

○ １９９０（平成２）年には老人福祉法等が改正され、
・市町村が在宅福祉と施設福祉を一元的かつ計画的に提供できる体制を整備
（在宅福祉サービスを法定化、 市町村も特別養護老人ホーム等の入所決定事務を都道府県から移譲）

・市町村及び都道府県において「老人保健福祉計画」の作成義務

福祉八法改正 １９９０年

ゴールドプランの策定等による介護基盤の整備
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老人福祉老人福祉
対象となるサービス

・特別養護老人ホーム等
・ホームヘルプサービス、デイサービス等

老人医療
対象となるサービス

・老人保健施設、療養型病床群、一般病院等
・訪問看護、デイケア等

（問題点）
○市町村がサービスの種類、提供機関を決める た

め、利用者がサービスの選択をすることができな
い

○所得調査が必要なため、利用に当たって心理
的抵抗感が伴う

○市町村が直接あるいは委託により提供するサービ
スが基本であるため、競争原理が働かず、サービ
ス内容が画一的となりがち

○本人と扶養義務者の収入に応じた利用者負
担（応能負担）となるため、中高所得層にとっ
て重い負担

（問題点）
○中高所得者層にとって利用者負担が福祉サー ビ

スより低く、また、福祉サービスの基盤整備が 不十
分であったため、介護を理由とする一般 病院への
長期入院（いわゆる社会的入院）の問題が発生
→特別養護老人ホームや老人保健施設に比べてコ

ストが高く、医療費が増加

→治療を目的とする病院では、スタッフや生活 環
境の面で、介護を要する者が長期に療養する場
としての体制が不十分
（居室面積が狭い、食堂や風呂がない等）

従来の老人福祉・老人医療制度による対応には限界従来の老人福祉・老人医療制度による対応には限界

介護保険制度創設前の制度の問題点
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【背景】
○ 高齢化の進展に伴い、要介護高齢者の増加、介護期間の長期化など、介護

ニーズはますます増大。
○ 一方、核家族化の進行、介護する家族の高齢化など、要介護高齢者を 支

えてきた家族をめぐる状況も変化。
○ 従来の老人福祉・老人医療制度による対応には限界。

【基本的な考え方】
○ 自立支援・・・単に介護を要する高齢者の身の回りの世話をするということを

超えて、高齢者の自立を支援することを理念とする。
○ 利用者本位・・・利用者の選択により、多様な主体から保健医療サービス、福

祉サービスを総合的に受けられる制度
○ 社会保険方式・・・給付と負担の関係が明確な社会保険方式を採用

高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組み（介護保険）を創設
1997年 介護保険法成立、2000年 介護保険法施行

介護保険制度の導入の基本的な考え方
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8

（目的）
第一条 この法律は、加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病等により要介護状態となり、入浴、排せつ、食
事等の介護、機能訓練並びに看護及び療養上の管理その他の医療を要する者等について、これらの者が尊厳を保持
し、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、必要な保健医療サービス及び福祉サービスに係る
給付を行うため、国民の共同連帯の理念に基づき介護保険制度を設け、その行う保険給付等に関して必要な事項を
定め、もって国民の保健医療の向上及び福祉の増進を図ることを目的とする。
（介護保険）
第二条 介護保険は、被保険者の要介護状態又は要支援状態（以下「要介護状態等」という。）に関し、必要な
保険給付を行うものとする。
２ 前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、医療との連携に十分
配慮して行われなければならない。
３ 第一項の保険給付は、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、
適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者又は施設から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮
して行われなければならない。
４ 第一項の保険給付の内容及び水準は、被保険者が要介護状態となった場合においても、可能な限り、その居宅
において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならない。
（国民の努力及び義務）
第四条 国民は、自ら要介護状態となることを予防するため、加齢に伴って生ずる心身の変化を自覚して常に健康の
保持増進に努めるとともに、要介護状態となった場合においても、進んでリハビリテーションその他の適切な保健医療サー
ビス及び福祉サービスを利用することにより、その有する能力の維持向上に努めるものとする。
２ 国民は、共同連帯の理念に基づき、介護保険事業に要する費用を公平に負担するものとする。

介護保険法（総則）



（出所） 総務省「国勢調査」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口（平成29年推計）：出生中位・死亡中位
推計

1990年(実績) 2025年 2065年

75歳～
597( 5%)

65～74歳
892( 7%)

総人口
1億2,361万人

総人口
1億2,254万人

65～74歳
1,133(13%)

20～64歳

4,189(48%)

～19歳

1,237(14%)

総人口
8,808万人

７
５

６
５

歳

万人
２５
０万人 万人

５０ １０
０

１５
０

２０
０

２５
０

０

75歳～
2,248

(26%)

20～64歳

7,590(61%)

～19歳

3,249(26%)

２
０

５０ １０
０

１５
０

２０
０

０ ２５
０

～19歳

1,943(16%)

75歳～
2,180

(18%)

65～74歳
1,497(12%)

20～64歳

6,635(54%)

１５
０

２０
０

○団塊の世代が全て７５歳となる2025年には、75歳以上が全人口の18％となる。
○2065年には、人口は8,808万人にまで減少するが、一方で、65歳以上は全人口の約38％となる。

０ ５０

2015年(実績)

65～74歳
1,734(14%)

75歳～
1,613

(13%)

総人口
1億2,709万人

～19歳

2,190(17%)

20～64歳

7,028(55%)

５０ １０
０

０

団塊世代
（1947～49年

生まれ）

団塊ジュニア世代
（1971～74年

生まれ）

１０
０

１５
０

２０
０ 万人

２５
０

日本の人口ピラミッドの変化
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1,307 
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1,002 

1,024 
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1,632 
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2,180 
2,288 2,260 2,239 2,277 

2,417 2,446 2,387 

0
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1,000

1,500

2,000

2,500
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○ 75歳以上人口は、介護保険創設の2000年以降、急速に増加してきたが、2025年までの間も、急速に増加。
〇 2030年頃から75歳以上人口は急速には伸びなくなるが、一方、85歳以上人口はその後の10年程度は増加が続

く。

75～84
歳

85歳～

（資料）将来推計は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（平成29年４月推計）出生中位（死亡中位）推計
実績は、総務省統計局「国勢調査」（国籍・年齢不詳人口を按分補正した人口）

（万
人）

７５歳以上人口の推移
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2.9%
6.3%

13.7%

29.4%

50.9%

72.3%

85.6%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90-94 95-

各年齢階層別
の認定率

６５歳以上全体の認定率：１８．１％

出典：総務省統計局人口推計及び介護給付費実態調査（平成27年10月審査分）

歳以上

７５歳以上全体の認定率：３２．７％

８５歳以上全体の認定率：６０．０％
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年齢階級別の要介護認定率の推移



６５歳時の平均余命の推移

11.82 11.62 11.88
12.5

13.72
14.56

15.52
16.22 16.48

17.54
18.13

18.74 19.46

14.13 14.1
14.56

15.34

16.56

17.68

18.94

20.03
20.94

22.42
23.19

23.8 24.31

0

5

10

15

20

25

1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 2015

男性

女性

平成27年「簡易生命表の概況」参考資料２ 主な年齢の平均余命の年次推移より作成

中医協 総－２参考
２８.１２.１４より

+ 7.64

+10.18

12



厚生労働科学研究費補助金 認知症対策総合研究事業
「都市部における認知症有病率と認知症の生活機能障害への対応」（平成21～24）
総合研究報告書より、認知症・虐待防止対策推進室にて数字を加筆

研究代表者 朝田隆（筑波大学医学医療系）

3.8
2.9
2.8

4.9
4.1
3.9

14.4
13.6
11.7

24.2
21.8
16.8

43.9
41.4
35.0

65.1
61.0
49.0

83.7
79.5
50.6

年齢階級別の認知症有病率
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3,517 3,426 3,220 2,838 2,608 2,448 2,337 2,229 2,069 1,902 1,747 1,607 1,509 

4,371 4,357 4,344 4,279 4,216 4,163 3,997 3,735 3,387 3,143 2,969 2,846 2,731 

2,204 2,576 2,948 3,387 3,619 3,677 
3,716 3,782 3,921 

3,919 3,841 3,704 3,540 

6,575
6,933

7,293
7,645 7,787 7,769 7,626 7,421 7,192

6,933
6,664 6,387

6,060

-6,000

-4,000

-2,000

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

20～39歳

65歳～（第１号被保険者）

（万人）

40～64歳（第2号被保険者）

○ 保険料負担者である40歳以上人口は、介護保険創設の2000年以降、増加してきたが、2025年以降
は減少する。

（資料）将来推計は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（平成29年４月推計）出生中位（死亡中位）推計
実績は、総務省統計局「国勢調査」（国籍・年齢不詳人口を按分補正した人口） 14

保険料を負担する４０歳以上の人口の推移



２０００年度
２００１年度
２００２年度
２００３年度
２００４年度
２００５年度
２００６年度
２００７年度
２００８年度
２００９年度
２０１０年度
２０１１年度
２０１２年度
２０１３年度
２０１４年度
２０１５年度
２０１６年度
２０１７年度

2,911円
（全国平均）
3,293円
（全国平均）

4,090円
（全国平均）

事業運営期間 給付（総費用額）事業計画 保険料
3.6兆円
4.6兆円
5.2兆円

○ 市町村は３年を１期（２００５年度までは５年を１期）とする介護保険事業計画を策定し、３年ごとに見直しを行う。
保険料は、３年ごとに、事業計画に定めるサービス費用見込額等に基づき、３年間を通じて財政の均衡を保つよう設定。

○ 高齢化の進展により、保険料が2020年には6,771円、2025年には8,165円に上昇することが見込まれており、地域包括ケアシステム
の構築を図る一方、介護保険制度の持続可能性の確保のための重点化・効率化も必要となっている。

4,160円
（全国平均）

第
三
期

第
三
期

第
二
期

第
一
期

第
四
期

第
四
期

第
五
期

第
五
期

5.7兆円
6.2兆円

6.4兆円
6.4兆円
6.7兆円
6.9兆円
7.4兆円
7.8兆円
8.2兆円
8.8兆円
9.2兆円
10.0兆円

4,972円
（全国平均）

第

一

期 第

二

期

２０２５年度

介護報酬の
改定率

H15年度改定
▲2.3％
H17年度改定
▲1.9％
H18年度改定
▲0.5％

H21年度改定
＋3.0％

H24年度改定
＋1.2％

消費税率引上げに伴う
H26年度改定 ＋0.63％

介護給付と保険料の推移

第
六
期

第
六
期

10.1兆円
10.4兆円

H27年改定
▲2.27％5,514円

（全国平均）

※2013年度までは実績であり、2014～2016年度は当初予算（案）である。
※2020年度及び2025年度の保険料は全国の保険者が作成した第6期介護保険事業計画における推計値。

8,165円（全国平均）
6,771円（全国平均）２０２０年度・

・
・

15



○75歳以上人口は、多くの都道府県で2025 年頃までは急速に上昇するが、その後の上昇は緩やかで、
2030 年頃をピークに減少する。
※2030年、2035年、2040年でみた場合、2030年にピークを迎えるのが34道府県、2035年にピークを迎えるのが9県
※東京都、神奈川県、滋賀県、沖縄県では、2040年に向けてさらに上昇

○2015年から10年間の伸びの全国計は、1.32倍であるが、埼玉県、千葉県では、1.5倍を超える一方、
山形県、秋田県では、1.1倍を下回るなど、地域間で大きな差がある。

７５歳以上人口の将来推計（平成２７年の人口を１００としたときの指数）

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成25(2013)年3月推計)」より作成

全国

埼玉県（2025年の指数が
全国で最も高い）

東京都（2040年に向けて上昇）

山形県（2025年の指数が
全国で最も低い）

島根県（2035年以降の指数
が全国で最も低い）

100.0

110.0

120.0

130.0

140.0

150.0

160.0

170.0

平成27年
（2015）

平成32年
（2020）

平成37年
（2025）

平成42年
（2030）

平成47年
（2035）

平成52年
（2040）
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75歳以上人口の2015年から2025年までの伸びでは、全国計で1.32倍であるが、市町村間の差は大き
く、1.5倍を超える市町村が11.3％ある一方、減少する市町村が16.9％ある。

75歳以上人口について、平成27（2015）年を100としたときの平成37（2025）年の指数

70以上～100未満
280

（16.9%）

100以上～110未満
311

（18.7%）

110以上～120未満
300

（18.1%）

120以上～130未満
266

（16.0%）
138

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

指数

市町村数

（割合）

150以上～160未満
102
（6.1%）

170以上～
22
（1.3%）

160以上～170未満
63

（3.8%）

130以上～
140未満

178
(10.7%)

140以上
～
150未満

138
(8.3%)

◆全国計（132.4）

注）市町村数には福島県内の市町村は含まれていない。

国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口(平成25(2013)年3月推計)」より作成
17
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いつまでも元気に暮らすために･･･
生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね３０分
以内に必要なサービスが提供される日常生
活圏域（具体的には中学校区）を単位と
して想定

■在宅系サービス：
・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護
・小規模多機能型居宅介護
・短期入所生活介護
・福祉用具
・24時間対応の訪問サービス
・複合型サービス

（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅
・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの
コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・認知症共同生活介護
・特定施設入居者生活介護

等

日常の医療：
・かかりつけ医、有床診療所
・地域の連携病院
・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター
・ケアマネジャー

通院・入院
通所・入所

病院：
急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･
医 療 介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

地域包括ケアシステムの構築について地域包括ケアシステムの構築について
○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分ら

しい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包括的に確保される
体制（地域包括ケアシステム）の構築を実現。

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包括
ケアシステムの構築が重要。

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する
町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特性
に応じて作り上げていくことが必要。

18



○ この植木鉢図は、地域包括ケアシステムの５つの構成要素（住まい・医療・介護・予防・生活支援）が相互
に関係しながら、一体的に提供される姿として図示したものです。

○ 本人の選択が最も重視されるべきであり、本人・家族がどのように心構えを持つかという地域生活を継続する
基礎を皿と捉え、生活の基盤となる「住まい」を植木鉢、その中に満たされた土を「介護予防・生活支援」、専門
的なサービスである「医療・看護」「介護・リハビリテーション」「保健・福祉」を葉として描いています。

○ 介護予防と生活支援は、地域の多様な主体によって支援され、養分をたっぷりと蓄えた土となり、葉として描か
れた専門職が効果的に関わり、尊厳ある自分らしい暮らしの実現を支援しています。

出典：平成28年3月 地域包括ケア研究会報告 「地域包括ケアシステムと地域マネジメント」 19

地域包括ケアについて地域包括ケアについて



「地域包括ケアシステム」に係る規定

介護保険法 第5条第3項 （地域包括ケアの理念規定）

国及び地方公共団体は、被保険者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ

自立した日常生活を営むことができるよう、保険給付に係る保健医療サービス及び福祉サービス

に関する施策、要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止のた

めの施策並びに地域における自立した日常生活の支援のための施策を、医療及び居住に関する

施策との有機的な連携を図りつつ包括的に推進するよう努めなければならない。

地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律

第２条（定義）

この法律において、「地域包括ケアシステム」とは、地域の実情に応じて、高齢者が、

可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが

できるよう、医療、介護、介護予防（要介護状態若しくは要支援状態となることの予防又

は要介護状態若しくは要支援状態の軽減若しくは悪化の防止をいう。）、住まい及び自

立した日常生活の支援が包括的に確保される体制をいう。
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【財源構成】

国 25%

都道府県
12.5%

市町村
12.5%

1号保険料
22%

2号保険料
28%

【財源構成】

国 39%

都道府県
19.5%

市町村
19.5%

1号保険料
22%

介護予防給付
（要支援1～２）

介護予防事業
又は介護予防・日常生活支援総合事業

○ 二次予防事業
○ 一次予防事業

介護予防・日常生活支援総合事業の場合
は、上記の他、生活支援サービスを含む
要支援者向け事業、介護予防支援事業。

包括的支援事業
○地域包括支援センターの運営

・介護予防ケアマネジメント、総合相談支援
業務、権利擁護業務、ケアマネジメント支援

任意事業
○ 介護給付費適正化事業
○ 家族介護支援事業
○ その他の事業

介護予防・日常生活支援総合事業
（要支援1～２、それ以外の者）

○ 介護予防・生活支援サービス事業
・訪問型サービス
・通所型サービス
・生活支援サービス（配食等）
・介護予防支援事業（ケアマネジメント）

○ 一般介護予防事業

包括的支援事業
○ 地域包括支援センターの運営

（左記に加え、地域ケア会議の充実）
○ 在宅医療・介護連携推進事業
○ 認知症総合支援事業

（認知症初期集中支援事業、認知症地域支援・ケア
向上事業 等）

○ 生活支援体制整備事業
（コーディネーターの配置、協議体の設置 等）

介護予防給付（要支援1～２）

充
実

改正前と同様

事業に移行
訪問看護、福祉用具等

訪問介護、通所介護

多
様
化

任意事業
○ 介護給付費適正化事業
○ 家族介護支援事業
○ その他の事業

地
域
支
援
事
業

地
域
支
援
事
業

介護給付 （要介護1～５） 介護給付（要介護1～５）

＜改正前＞ ＜改正後＞介護保険制度

全市町村で
実施

新しい地域支援事業の全体像新しい地域支援事業の全体像
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地域の医療・介護関係者による会議の開
催、在宅医療・介護関係者の研修等を行
い、在宅医療と介護サービスを一体的に提
供する体制の構築を推進

初期集中支援チームの関与による認知症
の早期診断・早期対応や、地域支援推進員
による相談対応等を行い、認知症の人本人
の意思が尊重され、できる限り住み慣れた
地域のよい環境で自分らしく暮らし続けるこ
とができる地域の構築を推進

生活支援コーディネーターの配置や協議
体の設置等により、担い手やサービスの開
発等を行い、高齢者の社会参加及び生活
支援の充実を推進

在宅医療・介護連携

認知症施策

地域包括支援センター等において、多職
種協働による個別事例の検討等を行い、
地域のネットワーク構築、ケアマネジメント
支援、地域課題の把握等を推進

地域ケア会議

生活支援の充実・強化

○ 地域包括ケアシステムの実現に向け、市町村が「在宅医療・介護連携」「生活支援の
充実・強化」「認知症施策」「地域ケア会議」の事業に取り組むことを法定化。財源として消
費税財源を活用（平成２６年改正）
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１ 事業の目的・考え方

○ 総合事業は、市町村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することで、地
域の支え合い体制づくりを推進し、要支援者等に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目指すもの。

イ 多様な生活支援の充実
住民主体の多様なサービスを支援の対象とするとともに、ＮＰＯ、ボランティア等によるサービスの開発を進める。併せて、サービス

にアクセスしやすい環境の整備も進めていく。
ロ 高齢者の社会参加と地域における支え合い体制づくり

高齢者の社会参加のニーズは高く、高齢者の地域の社会的な活動への参加は、活動を行う高齢者自身の生きがいや介護予
防等ともなるため、積極的な取組を推進する。

ハ 介護予防の推進
生活環境の調整や居場所と出番づくりなどの環境へのアプローチも含めた、バランスのとれたアプローチが重要。そのため、リハビリ

専門職等を活かした自立支援に資する取組を推進する。
ニ 市町村、住民等の関係者間における意識の共有と自立支援に向けたサービス等の展開

地域の関係者間で、自立支援・介護予防といった理念や、高齢者自らが介護予防に取り組むといった基本的な考え方、地域
づくりの方向性等を共有するとともに、多職種によるケアマネジメント支援を行う。

ホ 認知症施策の推進
ボランティア活動に参加する高齢者等に研修を実施するなど、認知症の人に対して適切な支援が行われるようにするとともに、

認知症サポーターの養成等により、認知症にやさしいまちづくりに積極的に取り組む。
へ 共生社会の推進

地域のニーズが要支援者等だけではなく、また、多様な人との関わりが高齢者の支援にも有効で、豊かな地域づくりにつながって
いくため、要支援者等以外の高齢者、障害者、児童等がともに集える環境づくりに心がけることが重要。

（１） 総合事業の趣旨

（２） 背景・基本的考え方
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○ 対象者は、第１号被保険者の全ての者及び
その支援のための活動に関わる者。

○ 対象者は、制度改正前の要支援者に相当する者。
①要支援認定を受けた者
②基本チェックリスト該当者（事業対象者）

※ 事業対象者は、要支援者に相当する状態等の者を想定。
※ 基本チェックリストは、支援が必要だと市町村や地域包括支援センターに

相談に来た者に対して、簡便にサービスにつなぐためのもの。
※ 予防給付に残る介護予防訪問看護、介護予防福祉用具貸与等を利

用する場合は、要支援認定を受ける必要がある。

事業 内容

訪問型サービ
ス

要支援者等に対し、掃除、洗濯等の日常生活
上の支援を提供

通所型サービ
ス

要支援者等に対し、機能訓練や集いの場など
日常生活上の支援を提供

その他の生活
支援サービス

要支援者等に対し、栄養改善を目的とした配
食や一人暮らし高齢者等への見守りを提供

介護予防ケア
マネジメント

要支援者等に対し、総合事業によるサービス
等が適切に提供できるようケアマネジメント

事業 内容

介護予防把握事
業

収集した情報等の活用により、閉じこ
もり等の何らかの支援を要する者を把
握し、介護予防活動へつなげる

介護予防普及啓
発事業

介護予防活動の普及・啓発を行う

地域介護予防活
動支援事業

住民主体の介護予防活動の育成・支
援を行う

一般介護予防事
業評価事業

介護保険事業計画に定める目標値の
達成状況等を検証し、一般介護予防
事業の評価を行う

地域リハビリテー
ション活動支援事
業

介護予防の取組を機能強化するため、
通所、訪問、地域ケア会議、住民主体
の通いの場等へのリハビリ専門職等
による助言等を実施

（１）介護予防・生活支援サービス事業（サービス事業） （２） 一般介護予防事業

２ 総合事業を構成する各事業の内容及び対象者
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①訪問型サービス ※ 市町村はこの例を踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。

○ 訪問型サービスは、現行の訪問介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスからなる。
○ 多様なサービスについては、雇用労働者が行う緩和した基準によるサービスと、住民主体による支援、保健・医療の

専門職が短期集中で行うサービス、移動支援を想定。
基準 現行の訪問介護相当 多様なサービス

サービス
種別 ①訪問介護 ②訪問型サービスＡ

（緩和した基準によるサービス）
③訪問型サービスＢ
（住民主体による支援）

④訪問型サービスＣ
（短期集中予防サービス）

⑤訪問型サービスＤ
（移動支援）

サービス
内容 訪問介護員による身体介護、生活援助 生活援助等 住民主体の自主活動とし

て行う生活援助等
保健師等による居宅で
の相談指導等

移送前後の生活支
援

対象者と
サービス提
供の考え方

○既にサービスを利用しているケースで、
サービスの利用の継続が必要なケース

○以下のような訪問介護員によるサービス
が必要なケース

（例）
・認知機能の低下により日常生活に支障がある症

状・行動を伴う者
・退院直後で状態が変化しやすく、専門的サービス

が特に必要な者 等
※状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を

促進していくことが重要。

○状態等を踏まえながら、住民主体による支援等「多
様なサービス」の利用を促進

・体力の改善に向けた
支援が必要なケース

・ADL・IADLの改善に
向けた支援が必要な
ケース

※3～6ケ月の短期間で行う 訪問型サービスＢ
に準じる

実施方法 事業者指定 事業者指定／委託 補助（助成） 直接実施／委託

基準 予防給付の基準を基本 人員等を緩和した基準 個人情報の保護等の
最低限の基準

内容に応じた
独自の基準

サービス
提供者
（例）

訪問介護員（訪問介護事業者） 主に雇用労働者 ボランティア主体 保健・医療の専門職
（市町村）

○ 要支援者等の多様な生活支援のニーズに対して、総合事業で多様なサービスを提供していくため、市町村は、サー
ビスを類型化し、それに併せた基準や単価等を定めることが必要。

25
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基準 現行の通所介護相当 多様なサービス

サービス
種別 ① 通所介護 ② 通所型サービスＡ

（緩和した基準によるサービス）
③ 通所型サービスＢ
（住民主体による支援）

④ 通所型サービスＣ
（短期集中予防サービス）

サービス
内容

通所介護と同様のサービス
生活機能の向上のための機能訓練

ミニデイサービス
運動・レクリエーション 等

体操、運動等の活動など、
自主的な通いの場

生活機能を改善するための運
動器の機能向上や栄養改善
等のプログラム

対象者と
サービス提
供の考え方

○既にサービスを利用しており、サービスの利用の継続が
必要なケース

○「多様なサービス」の利用が難しいケース
○集中的に生活機能の向上のトレーニングを行うことで
改善・維持が見込まれるケース

※状態等を踏まえながら、多様なサービスの利用を促進していくこと
が重要。

○状態等を踏まえながら、住民主体による支援等「多様
なサービス」の利用を促進

・ADLやIADLの改善に向けた
支援が必要なケース 等

※3～6ケ月の短期間で実施

実施方法 事業者指定 事業者指定／委託 補助（助成） 直接実施／委託

基準 予防給付の基準を基本 人員等を緩和した基準 個人情報の保護等の
最低限の基準 内容に応じた独自の基準

サービス
提供者
（例）

通所介護事業者の従事者 主に雇用労働者
＋ボランティア ボランティア主体 保健・医療の専門職

（市町村）

②通所型サービス ※ 市町村はこの例を踏まえて、地域の実情に応じた、サービス内容を検討する。

○ 通所型サービスは、現行の通所介護に相当するものと、それ以外の多様なサービスからなる。
○ 多様なサービスについては、雇用労働者が行う緩和した基準によるサービスと、住民主体による支援、保健・医療の

専門職により短期集中で行うサービスを想定。

③その他の生活支援サービス
○ その他の生活支援サービスは、①栄養改善を目的とした配食や、②住民ボランティア等が行う見守り、③訪問型

サービス、通所型サービスに準じる自立支援に資する生活支援（訪問型サービス・通所型サービスの一体的提供
等）からなる。 26



「介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて」の一部改正について」

○ なお、共生社会の観点から、要支援者、チェックリスト該当者以外の高齢者、障害者、

児童等を対象に含めた住民主体による支援を実施する場合、支援の対象の半数以上が

要支援者、チェックリスト該当者であれば、運営費全体を補助することが可能である。ま

た、半数を下回る場合は、利用者数で按分する等、合理的な方法で総合事業の対象を確

定することで、その範囲において、運営費補助の対象となること。

例１：利用者が、要介護者15人、障害者15人、要支援者等70人の場合

→ 運営費全体を補助の対象とすることが可能。

例２：利用者が、要介護者30人、障害者30人、要支援者等40人の場合

→ 運営費全体の40/100を補助の対象とすることが可能。

この他、要支援者等の人数に対して補助額を設定する等、市町村における創意工夫が

可能である。

（平成29年６月28日 老健局長通知）
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地域支援事業の連動を意識する（イメージ）
○ 高齢者施策における地域包括ケアシステムの構築の目的は、“”住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の

最後まで続ける”こと。
○ 各事業はあくまでも地域を支援するための手段（ツール）であり、それぞれの事業実施が目的（ゴール）では

ないことに留意する必要がある。
○ 住民を含む関係者と考え方や方向性を共有し、多職種や多機関が連携して地域全体を支えることが必要であ

り、各事業の関連性を活かすためにも“場”としての地域ケア会議や協議体を活用することが重要。

介護予防・日常生活支援総合事業

生活支援体制整備事業

在宅医療・介護連携推進事業

認知症総合支援事業

認知症地域
支援推進員

生活支援
コーディネーター

認知症初期集中
支援チーム

地域介護予防
活動支援事業

地域リハビリテーション
活動支援事業8つの事業項目

介護予防
ケアマメジメント

地域ケア
会議

（多職種連携）

協議体
（地域連携）
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１ 自立支援・重度化防止に向けた保険者機能の強化等の取組の推進（介護保険法）
全市町村が保険者機能を発揮し、自立支援・重度化防止に向けて取り組む仕組みの制度化
・ 国から提供されたデータを分析の上、介護保険事業（支援）計画を策定。計画に介護予防・重度化防止等の取組内容と目標を記載
・ 都道府県による市町村に対する支援事業の創設 ・ 財政的インセンティブの付与の規定の整備

（その他）
・ 地域包括支援センターの機能強化（市町村による評価の義務づけ等）
・ 居宅サービス事業者の指定等に対する保険者の関与強化（小規模多機能等を普及させる観点からの指定拒否の仕組み等の導入）
・ 認知症施策の推進（新オレンジプランの基本的な考え方（普及・啓発等の関連施策の総合的な推進）を制度上明確化）

２ 医療・介護の連携の推進等（介護保険法、医療法）
① 「日常的な医学管理」や「看取り・ターミナル」等の機能と、「生活施設」としての機能とを兼ね備えた、新たな介護保険施設を創設

※ 現行の介護療養病床の経過措置期間については、６年間延長することとする。病院又は診療所から新施設に転換した場合には、転換前の病院又は
診療所の名称を引き続き使用できることとする。

② 医療・介護の連携等に関し、都道府県による市町村に対する必要な情報の提供その他の支援の規定を整備

３ 地域共生社会の実現に向けた取組の推進等（社会福祉法、介護保険法、障害者総合支援法、児童福祉法）
・ 市町村による地域住民と行政等との協働による包括的支援体制作り、福祉分野の共通事項を記載した地域福祉計画の策定の
努力義務化
・ 高齢者と障害児者が同一事業所でサービスを受けやすくするため、介護保険と障害福祉制度に新たに共生型サービスを位置付ける

（その他）
・ 有料老人ホームの入居者保護のための施策の強化（事業停止命令の創設、前払金の保全措置の義務の対象拡大等）
・ 障害者支援施設等を退所して介護保険施設等に入所した場合の保険者の見直し（障害者支援施設等に入所する前の市町村を保険者とする。）

Ⅰ 地域包括ケアシステムの深化・推進Ⅰ 地域包括ケアシステムの深化・推進

４ ２割負担者のうち特に所得の高い層の負担割合を３割とする。（介護保険法）

５ 介護納付金への総報酬割の導入（介護保険法）
・ 各医療保険者が納付する介護納付金（40～64歳の保険料）について、被用者保険間では『総報酬割』（報酬額に比例した負担）とする。

Ⅱ 介護保険制度の持続可能性の確保Ⅱ 介護保険制度の持続可能性の確保

地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律のポイント

※ 平成３０年４月１日施行。（ Ⅱ５は平成29年8月分の介護納付金から適用、Ⅱ４は平成３０年８月１日施行）

高齢者の自立支援と要介護状態の重度化防止、地域共生社会の実現を図るとともに、制度の持続可能性を確保
することに配慮し、サービスを必要とする方に必要なサービスが提供されるようにする。

平成29年５月26日成立、６月２日公布
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データに
基づく
地域課題
の分析

取組内容・
目標の計画へ
の記載

保険者機能の発揮・向上（取組内容）

・ リハビリ職等と連携して効果的な介護予
防を実施
・ 保険者が、多職種が参加する地域ケア
会議を活用しケアマネジメントを支援

等

適切な指標に
よる実績評価

・ 要介護状態
の維持・改善
度合い
・ 地域ケア会
議の開催状況

等

インセンティブ

・ 結果の公表
・ 財政的インセン
ティブ付与

都道府県が研修等を通じて市町村を支援

保険者機能の強化等による自立支援・重度化防止に向けた取組の推進（法改正）

見直し内容

国による
分析支援

H23年
H27年

17.3
18.0

9.6 9.3

19.6
18.6

要介護認定率の推移

先進的な取組を行っている
和光市、大分県では
● 認定率の低下
● 保険料の上昇抑制

全国 和光市 大分県

○ 高齢化が進展する中で、地域包括ケアシステムを推進するとともに、制度の持続可能性を
維持するためには、保険者が地域の課題を分析して、高齢者がその有する能力に応じた自
立した生活を送っていただくための取組を進めることが必要。

○ 全市町村が保険者機能を発揮して、自立支援・重度化防止に取り組むよう、
① データに基づく課題分析と対応（取組内容・目標の介護保険事業（支援）計画への記載）
② 適切な指標による実績評価
③ インセンティブの付与
を法律により制度化。

※主な法律事項
・介護保険事業（支援）計画の策定に当たり、国から提供されたデータの分析の実施
・介護保険事業（支援）計画に介護予防・重度化防止等の取組内容及び目標を記載
・都道府県による市町村支援の規定の整備
・介護保険事業（支援）計画に位置付けられた目標の達成状況についての公表及び報告
・財政的インセンティブの付与の規定の整備

～ 保険者機能の抜本強化 ～

30



31

本報告書における「地域マネジメント」は、「地域の実態把握・課題分
析を通じて、地域における共通の目標を設定し、関係者間で共有する
とともに、その達成に向けた具体的な計画を作成・実行し、評価と計
画の見直しを繰り返し行うことで、目標達成に向けた活動を継続的に
改善する取組」と定義している。これを適切に繰り返す過程は、まさに
地域包括ケアシステムの構築における工程管理といえるだろう。

マネジメントにおいては、地域の実態把握と課題分析を通じて設定さ
れた地域の目標を達成するために、「自助・互助・共助・公助」に基づく
「医療・看護」「介護・リハビリテーション」「保健・福祉」「介護予防・生
活支援」「住まい」の各資源をいかに発掘・整備し、組み合わせ、ニー
ズに対応していくのかの検討していくことになる。

出典：平成28年（2016）3 月 地域包括ケア研究会

「地域マネジメント」とは



○地域包括支援センターが開催
○個別ケース（困難事例等）の支援内容を通じた
①地域支援ネットワークの構築
②高齢者の自立支援に資するケアマネジメント支援
③地域課題の把握 などを行う。
※幅広い視点から、直接サービス提供に当たらない
専門職種も参加

※行政職員は、会議の内容を把握しておき、
地域課題の集約などに活かす。

地域づくり・資源開発

政策形成
介護保険事業計画等への位置づけなど

地域課題の把握

個別の
ケアマネジメント

市町村レベルの会議（地域ケア推進会議）

事例提供

支 援

サービス
担当者会議
（全ての
ケースにつ
いて、多職
種協働によ
り適切なケ
アプランを
検討）

≪主な構成員≫

その他必要に応じて参加

医師、歯科医師、薬剤師、看護師、
歯科衛生士、PT、OT、ST、管理栄養士、
ケアマネジャー、介護サービス事業者 など

自治会、民生委員、ボランティア、NPOなど

医療・介護の専門職種等

地域包括支援センターレベルでの会議（地域ケア個別会議）

地域の支援者

生活支援
体制整備

生活支援コー
ディネーター

協議体

認知症施策

認知症初期
集中支援
チーム

認知症地域
支援推進員

在宅医療･介護連
携を支援する相

談窓口

郡市区医師会等

連携を支援する
専門職等

（参考）平成２７年度より、地域ケア会議を介護保険法に規定。（法第１１５条の４８）

○市町村が地域ケア会議を行うよう努めなければならない旨を規定
○地域ケア会議を、適切な支援を図るために必要な検討を行うとともに、地域において

自立した日常生活を営むために必要な支援体制に関する検討を行うものとして規定
○地域ケア会議に参加する関係者の協力や守秘義務に係る規定 など

地域包括支援センター等において、多職種協働による個別事例の検討等を行い、地域のネットワーク構築、ケ
アマネジメント支援、地域課題の把握等を推進する。
※従来の包括的支援事業（地域包括支援センターの運営費）とは別枠で計上

地域ケア会議の推進

・地域包括支援センターの箇所数：4,557ヶ所（センター・ブランチ・サブセンター合計7,228ヶ所）（平成26年4月末現在）
・地域ケア会議は全国の保険者で約8割（1,207保険者）で実施（平成24年度末時点） 32
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在宅医療・介護連携推進事業の進め方のイメージ
出典：富士通総研「地域の実情に応じた在宅医療・介護連携を推進するための多職種研修プログラムによる調査研究事業」報告書を一部改変

（平成27年度老人保健健康増進等事業）

○地域の実情という多様性の存在を前提としつつ、各地域における医療・介護提供体制のあるべき姿（目標）や進め方の全体像

を関係者で共有した上で、各取組を一体的に行うことが非常に重要。

○複数の主体が参加して体制を構築・強化していく過程は、常に参加者の認識の共有と合意、新たな知識の獲得や深化、意識

変容、連携強化が行われ、その一連をもって体制構築・強化が行われるという正のスパイラルである。それを短期間に成し遂

げるためには、漫然と取組を行うのではなく、戦略的に取り組んでいくことが必要。

(カ)医療・介護関係者の研修
会

在
宅
医
療･

介
護
連
携
の
推
進

(カ)医療・介護関係者の研修(イ)在宅医療・介護連携の課題
の抽出と対応策の検討

(ア)地域の医療・介護の資源
の把握

(ク)関係市区町村の連携

(エ)在宅医療・介護関係者の
情報の共有支援

(キ)地域住民への普及啓発

(オ)在宅医療・介護関係者に
関する相談支援

(ウ)切れ目のない在宅医療と
在宅介護の提供体制の構築

市区町村
医療関係者 介護関係者

PDCAサイクルで
継続的に実施
することで成長

(ア)(イ)(カ)の
継続的な実施の
プロセスと連動



○住民の主体的な支え合いを育み、暮らしに安心感と生きがいを生み出す
○地域の資源を活かし、暮らしと地域社会に豊かさを生み出す

○個人や世帯の抱える複合的課題などへの包括的な支援
○人口減少に対応する、分野をまたがる総合的サービス提供の支援

◆制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が 『我が事』として参画し、
人と人、人と資源が世代や分野を超えて『丸ごと』つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会

「地域共生社会」の実現に向けて（当面の改革工程）【概要】

「地域共生社会」とは

平成29（2017）年：介護保険法・社会福祉法等の改正
市町村による包括的支援体制の制度化
共生型サービスの創設 など

平成30（2018）年：
介護・障害報酬改定：共生型サービスの評価など
生活困窮者自立支援制度の強化

2020年代初頭：
全面展開

【検討課題】
①地域課題の解決力強化のための体制の全国的な整備のための支援方策（制度のあり方を含む）
②保健福祉行政横断的な包括的支援のあり方 ③共通基礎課程の創設 等

平成31（2019）年以降：
更なる制度見直し

平成29年2月7日 厚生労働省 「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部決定

実現に向けた工程

改革の骨格

専門人材の機能強化・最大活用

地域を基盤とする包括的支援の強化

地域包括ケアの理念の普遍化：高齢者だけでなく、
生活上の困難を抱える方への包括的支援体制の構築

共生型サービスの創設 【29年制度改正・30年報酬改定】
市町村の地域保健の推進機能の強化、保健福祉横断的な

包括的支援のあり方の検討

住民相互の支え合い機能を強化、公的支援と協働して、地域
課題の解決を試みる体制を整備【29年制度改正】
複合課題に対応する包括的相談支援体制の構築【29年制度改正】
地域福祉計画の充実【29年制度改正】

地域課題の解決力の強化

地域丸ごとのつながりの強化

対人支援を行う専門資格に共通の基礎課程創設の検討

福祉系国家資格を持つ場合の保育士養成課程・試験科目の
一部免除の検討

「地域共生社会」の実現

改革の背景と方向性

公的支援の『縦割り』から『丸ごと』への転換 『我が事』・『丸ごと』の地域づくりを育む仕組みへの転換

多様な担い手の育成・参画、
民間資金活用の推進、多様な就労・社会参加の場の整備

社会保障の枠を超え、地域資源（耕作放棄地、環境保全など）と
丸ごとつながることで地域に「循環」を生み出す、先進的取組を支援
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地域住民の参画と協働により、誰もが支え合う共生社会の実現

４つの改革

①福祉ニーズの多様化・複雑化

複合的な課題を有する場合や分野
横断的な対応等に課題

〔制度ごとのサービス提供〕
②高齢化の中で人口減少が進行

地域の実情に応じた体制整備や
人材確保が課題

背景・課題

○地域により
・ワンストップ型
・連携強化型

○地域をフィールドに、
保健福祉と雇用や
農業、教育など
異分野とも連携

による対応
１ 包括的な相談から見立て、
支援調整の組み立て＋資源開発

２ 高齢、障害、児童等への総合的な支援の提供

○ 多世代交流・多機能型の福祉拠点の整備推進

・ 運営ノウハウの共有

・ 規制緩和の検討 等

○ １を通じた総合的な支援の提供

４ 総合的な人材の育成・確保

○ １を可能とするコーディネート人材の育成

○ 福祉分野横断的な研修の実施

○ 人材の移動促進 等

３ 効果的・効率的なサービス提供のための生産性向上

○ 先進的な技術等を用いたサービス提供手法の効率化

○ 業務の流れの見直しなど効率的なサービスの促進

○ 人材の機能分化など良質で効果的なサービスの促進 等

高齢者 障害者 子ども

介護

サービス
障害福祉
サービス

子育て
支援

引きこもり
障害のある困窮者
若年認知症

難病患者・がん患者
など

高齢者 障害者 子ども

新しい支援体制を支える環境の整備

新しい地域包括支援体制

〔包括的な相談支援システム〕

～新たな時代に対応した福祉の提供ビジョン～ 平成27年9月

サービス提供の
ほか地域づくりの
拠点としても活用

誰もがその
ニーズに
合った支援
を受けられ
る地域づくり
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「地域づくりに資する事業の一体的な実施について」

１地域づくりに資する事業の一体的実施について

○ 市区町村は、地域づくりに資する事業について、事業の効果、効率性や対象者の生

活の質を高めるために、複数の事業を連携して一体的に実施できる。

• 介護保険制度の地域支援事業

• 障害者総合支援制度の地域生活支援事業

• 子ども・子育て支援制度の地域子育て支援拠点事業

• 健康増進事業

• その他の国庫補助事業

• 市区町村の単独事業

２費用の計上について

○ 市区町村が地域づくりに資する事業のうち、複数のものを連携して一体的に実施す

る場合は、その実施に要する総費用を事業間で合理的な方法により按分できる。

○ その方法は、国が例示するもののほか、市区町村の実情に応じて設定できる。

（平成29年3月31日 健康局健康課長、雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局地域福祉課長、障
害保健福祉部企画課長、老健局振興課長 連名通知）
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◎地域の社会資源を開発する人の配置（コーディネーター）
○ 介護保険の生活支援コーディネーターの活動範囲を高齢者だけで
なく、全ての世代の人を対象に拡大

（１）想定される国庫補助等事業等
・ 地域支援事業（介護保険制度）：生活支援体制整備事業
・ 「我が事・丸ごと」の地域づくり推進事業：地域力強化推進事業
・ 市区町村単独事業（コミュニティソーシャルワーカーの配置等）

（２）費用按分の方法として考えられる例
・ 雇用契約等に規定されている勤務時間数等によって按分する。
・ 就学前児童数（６歳未満）、６～６５歳未満の障害児・者数、高齢
者数のそれぞれの割合により、按分する（例：就学前児童数および
６～６５歳未満の障害児・者数は市区町村単独事業、高齢者数は地
域支援事業で対応）。

○ 平成２９年３月３１日付けで発出された通知（「地域づくりに資する事業の一体的な実施について」）では、介護保険制度の地域支援事業、障害者
総合支援制度の地域生活支援事業、子ども・子育て支援制度の地域子育て支援拠点事業、健康増進法に基づく健康増進事業などの地域づくりに
資する事業（予算による国庫補助事業や市区町村が単独事業として行うものを含む。）について、事業の効果、効率性や対象者の生活の質を高め
るために、市区町村は、複数の事業を連携して一体的に実施することが出来る旨を明確化している。なお、下記は考えられる一例を参考までに示
したものであり、事業実施に当たっては、各市区町村の実情等に応じて適切に実施する必要があることに留意する必要がある。

地域づくりに資する事業の一体的な実施として考えられる例

◎権利擁護
○ 成年後見制度利用促進のための広報・普及活動の実施につい
て、高齢部門と障害部門を一本化して実施

（１）想定される国庫補助等事業等：
・ 地域生活支援事業等（障害者総合支援制度）：

成年後見制度普及啓発事業
・ 地域支援事業（介護保険制度）：成年後見制度利用支援事業

（２）費用按分の方法として考えられる例
・ 認知症高齢者数、知的障害者・精神障害者数に応じて按分す

る。
○ 市民後見人等の養成事業について、高齢部門と障害部門を一本化
して実施
（１）想定される国庫補助等事業
・ 地域生活支援事業（障害者総合支援制度）：

成年後見制度法人後見支援事業
・ 地域医療介護総合確保基金（介護分）：権利擁護人材育成事業

（２）費用按分の方法として考えられる例
・ 認知症高齢者数、知的障害者・精神障害者数に応じて按分す

る。

◎居住支援
○ 高齢者や障害者等の住宅確保要配慮者が円滑な入居ができるよう、
住宅に関する情報提供、入居に関する相談支援、不動産関係団体等
との連携による入居支援等の居住支援の取組を、対象者で区分せず
一体的に実施

（１）想定される国庫補助等事業等
・ 地域支援事業（介護保険制度）：地域自立生活支援事業
・ 地域生活支援事業（障害者総合支援制度）：住宅入居等支援事業
・ 自立相談支援事業・居住支援事業（生活困窮者自立支援制度）

（２）費用按分の方法として考えられる例
・ 高齢者、障害者、生活困窮者（推定）数に応じて按分する。

◎子どもの学習支援
○ 小中学生に対して放課後に行う学習支援事業について、対象者を
保護者の収入等で限定せず、同一の場所・同一の時間に実施

（１）想定される国庫補助等事業等
・ 学習支援事業（生活困窮者自立支援制度）
・ 子どもの生活・学習支援事業（ひとり親家庭支援）
・ 地域学校協働活動推進事業（文部科学省）

（２）費用按分の方法として考えられる例
・ 就学援助率等を用いて按分する。 37
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【主な事項】

○ 生活援助の担い手の拡大

○ 介護ロボットの活用の促進

○ 定期巡回型サービスのオペレーターの専任要件の緩和

○ ＩＣＴを活用したリハビリテーション会議への参加

○ 地域密着型サービスの運営推進会議等の開催方法・開催頻度の
見直し

【主な事項】

○ 福祉用具貸与の価格の上限設定等

○ 集合住宅居住者への訪問介護等に関する減算及び区分支給限度
基準額の計算方法の見直し等

○ サービス提供内容を踏まえた訪問看護の報酬体系の見直し

○ 通所介護の基本報酬のサービス提供時間区分の見直し等

○ 長時間の通所リハビリの基本報酬の見直し

【主な事項】

○ リハビリテーションに関する医師の関与の強化

○ リハビリテーションにおけるアウトカム評価の拡充

○ 外部のリハビリ専門職等との連携の推進を含む訪問介護等の自立
支援・重度化防止の推進

○ 通所介護における心身機能の維持に係るアウトカム評価の導入

○ 褥瘡の発生予防のための管理や排泄に介護を要する利用者への
支援に対する評価の新設

○ 身体的拘束等の適正化の推進

【主な事項】

○ 中重度の在宅要介護者や、居住系サービス利用者、特別養護老人
ホーム入所者の医療ニーズへの対応

○ 医療・介護の役割分担と連携の一層の推進

○ 医療と介護の複合的ニーズに対応する介護医療院の創設

○ ケアマネジメントの質の向上と公正中立性の確保

○ 認知症の人への対応の強化

○ 口腔衛生管理の充実と栄養改善の取組の推進

○ 地域共生社会の実現に向けた取組の推進

Ⅱ 自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現

Ⅲ 多様な人材の確保と生産性の向上

■ 中重度の要介護者も含め、どこに住んでいても適切な医療・介護サー
ビスを切れ目なく受けることができる体制を整備

■ 介護保険の理念や目的を踏まえ、安心・安全で、自立支援・重度化防
止に資する質の高い介護サービスを実現

■ 人材の有効活用・機能分化、ロボット技術等を用いた負担軽減、各種
基準の緩和等を通じた効率化を推進

■ 介護サービスの適正化・重点化を図ることにより、制度の安定性・持
続可能性を確保

Ⅰ 地域包括ケアシステムの推進

Ⅳ 介護サービスの適正化・重点化を通じた制度の安定性・持続可能性の確保

平成30年度介護報酬改定の概要

○ 団塊の世代が75歳以上となる2025年に向けて、国民１人１人が状態に応じた適切なサービスを受けられる
よう、平成30年度介護報酬改定により、質が高く効率的な介護の提供体制の整備を推進。

平成30年度介護報酬改定 改定率：＋０．５４％

社保審－介護給付費分科会

第158回（H30.1.26） 資料１
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介護保険制度の見直しに関する意見（概要）

【データに基づく課題分析と対応】
・ 各保険者が地域の実態を把握・課題を分析
・ 介護保険事業計画に、目標・取組内容等を記載
・ リハ職との連携等による自立支援・介護予防施策の推進

【適切な指標による実績評価】
・ 要介護状態の維持・改善度合い、地域ケア会議の開催状況
等の適切な指標に従い、実績を評価

【インセンティブ】
・ 評価結果の公表、財政的インセンティブの付与の検討

１．自立支援・介護予防に向けた取り組みの推進

・ ケアマネジメント支援について、地域の住民や事業所を含
めた『地域全体をターゲットとする支援』へ拡大
・ 地域包括支援センターの機能強化（土日祝日の開所、地
域ケア会議の内容の具体化・明確化、市町村による評価の
義務付け等）
・ 介護予防に関するポイント付与が出来ることの明確化
・ 認知症の容態に応じたサービスを受けられる仕組み
の構築
・ 認知症の人の視点に立った施策の推進

(2) 地域支援事業・介護予防・認知症施策の推進

【国や都道府県による支援】
・ 各都道府県・市町村の地域分析に資するデータの提供（国）
・ 研修や医療職派遣に関する調整等（都道府県）

(3) 適切なケアマネジメントの推進等
・ ケアマネジメント手法の標準化に向けた取組の推進
・ 居宅介護支援事業所の運営基準等の見直し検討(管
理者の役割、公正中立の確保等)(報酬改定時に検討)

(1) 保険者等による地域分析と対応

２．医療・介護の連携の推進等

・ 医療介護連携の実態把握、課題の検討、課題に応じた施策立案に至る方法を国が具体化し、市町村にその実施を求める
・ 介護保険事業支援計画に、在宅医療・介護連携推進事業に対する医療部局との連携を含め、より実効的な市町村支援を
盛り込むなど、都道府県の介護部局及び医療部局の双方が市町村支援に取り組むこととする

３．地域包括ケアシステムの深化・推進のための基盤整備等
(1) 地域共生社会の実現の推進

・ 共生型サービスを位置付け
・ 相談支援専門員とケアマネジャーの連携の推進

(2) 介護人材の確保（生産性向上・業務効率化等）

・ ロボット・ＩＣＴに係る介護報酬や人員・設備基準の見直し等
・ 提出書類等の見直しや簡素化

(3) サービス供給への保険者の関与
・ 市町村協議制の対象拡大（ｼｮｰﾄｽﾃｲ）、地域密着型通所介護の
指定拒否の仕組の導入、居宅ｻｰﾋﾞｽ指定への市町村関与の強化

地域包括ケアシステムの深化・推進地域包括ケアシステムの深化・推進

・ 有料老人ホームについて、前払金の保全措置の
対象拡大等の入居者保護のための施策の強化等

(4) 安心して暮らすための環境の整備

平成28年12月9日
社会保障審議会介護保険部会

ｗ
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・ 能力に応じた負担への見直しについては、概ね一致
・ 様々な意見があったが、現役並所得者３割負担、高額介護
サービス費の一般区分の引き上げに賛同ないしは容認する意
見が多かった
※一般区分：介護37,200円、医療44,400円
・ ケアマネジメントのあり方と利用者負担の導入について引き
続き検討

１．利用者負担のあり方

・ 各種給付の総合事業への移行については、介護予防訪問介
護等の移行の状況等の把握・検証を行った上で、検討
・ 生活援助を中心にサービス提供を行う場合の人員基準の見
直し等について検討（介護報酬改定時に検討）

【福祉用具】
・ 全ての福祉用具貸与の全国平均貸与価格を公表
・ 福祉用具専門相談員に、貸与しようとする商品の全国平
均貸与価格等を説明することや、機能や価格帯の異なる
複数商品を提示することを義務づけ
・ 適切な貸与価格を確保するため、上限を設定

【住宅改修】
・ 住宅改修の見積書類の様式（改修内容、材料費、施工費
等の内訳が明確に把握できるもの）を、国が示す
・ 住宅改修に関する知見を備えた者が適切に関与している
事例等、保険者の取組の好事例を広げる

２．給付のあり方

・ 現役世代にとって受益を伴わない負担であるなど
として、強く反対する意見も相当数あったが、能力に
応じた負担とすることが適当であるなどとして、多く
の委員からの賛同を得た

３．費用負担

・ 年齢区分について、65～74歳、75～84歳、85歳以
上の３区分に細分化する。その際、激変緩和も併せ
て講じる

(2) 調整交付金

(2) 福祉用具・住宅改修

(1) 軽度者への支援のあり方

(1) 総報酬割

・ 更新認定有効期間の上限を36か月に延長すること
を可能とする
・ 状態安定者について二次判定の手続きを簡素化

(1) 保険者の業務簡素化（要介護認定）

・ 介護保険を取り巻く状況の変化も踏まえつつ、引き
続き検討を行う

(2) 被保険者範囲

介護保険制度の持続可能性の確保介護保険制度の持続可能性の確保

その他の課題その他の課題

・ 一部の介護保険適用除外施設について、当該施
設から退所して、介護保険施設等に入所した場合の
保険者の定め方を見直す。

(3) 介護保険適用外施設の住所地特例の見直し
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